
ＳＮＳに起因する少年の被害実
態と
被害防止対策について

令和３年１１月７日

警視庁生活安全部少年育成課



本日の流れ

令和２年中の被害状況

被害事例

被害防止対策



令和２年中の被害状況



１ 罪 種 別 の 被 害 児 童 数 の 推 移

令和２年のＳＮＳに起因する事犯の被害児童数は１８０人であり、前年比で7.7％減少したもの
の、平成２８年以降増加傾向にある。
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2 学 職 別 の 被 害 児 童 数 の 推 移

令和２年におけるＳＮＳに起因する事犯の被害児童数を学職別でみると、高校生と中学生で
約９割強を占め、前年比では児童数が減少（－15人）している。
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フィルタリングを利用していた 契約時は利用していたが被害時にはしておらず

契約当時から利用なし

3 被害児童のフィルタリングの利用状況

令和２年におけるＳＮＳに起因する事犯の被害児童のフィルタリングの利用状況は、

フィルタリングの利用の有無が判明した被害児童のうち、８割が被害時に利用していない。

（人）



被 害 事 例



低年齢児童を対象とした強制わいせつ及び
児童ポルノ事案
【事案概要】

平成３０年９月、ゲームアプリを通じて知り合った被害児童（当時９歳・

小学４年生）に対し、小学６年生の女児を装い、被害児童に乳房等のわいせ
つ画像を撮影させるわいせつな行為をするとともに、わいせつな画像を送信
させて児童ポルノを製造したもの。

【被害状況】

○ ゲーム内のチャット機能を利用していた。

○ 自ら同年代の小学生を装い信用させていた。

○ 性の悩みを話題にして誘導、わいせつな写真を撮影送信させた。

事例１



架空のアルバイト募集を手段とした児童福祉
法違反等事案
【事案概要】

令和２年３月、ＳＮＳ上で１８歳未満と思われる書き込みやプロフィール
に対してダイレクトメールで架空の『ＪＫ見学』なる店舗のアルバイトを募
集して面接を装って被害児童（当時１７歳）を自宅に誘い出し、わいせつ画
像を撮影するとともに、自己を相手に性交させたもの。

【被害状況】

○ ダイレクトメールで

「親バレなし・２時間で１０万円稼げる」

等と言葉巧みに勧誘していた。

○ プロフィール写真と偽り、わいせつ画像を撮影した。

事例２



アバター作成アプリを利用した強制わいせ
つ及び児童ポルノ事案

事例３

【事案概要】

令和３年３月、「アバター作成アプリ」で女性になりすまして知り合っ

た被害児童（当時１１歳・小学６年生）に対し１６歳の女児を装い、被害
児童にわいせつな画像を撮影させるわいせつな行為をするとともに、自己
のスマートフォンに送信させて児童ポルノを製造したもの。

【被害状況】

○ アバターアプリの架空の町で、アバター同士で交流し、連絡先を交
換した。

○ 「裸の写真を交換しよう」と誘い、１６歳位の他人の写真を送信
し、安心させていた。



児童ポルノ事犯「自画撮り被害」の状況について

自画撮り被害にあった児童の推移

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
59 48 87 117 97
20 18 33 26 31
19 10 29 21 26

うちスマートフォン使用 19 10 26 18 26

うちコミュニティサイト起因

自画撮り被害児童数（人）

児童ﾎﾟﾙﾉ被害児童数（人）



児童ポルノ事犯「自画撮り被害」の状況について

児童の学職別割合

小学生

2人 7%

中学生

14人

45.2％

高校生

14人

45.2％

その他

1人 3%



被 害 防 止 対 策



各種媒体による広報啓発活動

【ポスターの掲示・発信】

〇 掲示

学校、駅、公共施設等(約５，０００枚)

〇 発信(Twitter)

少年育成課公式アカウント



各種媒体による広報啓発活動

【動画の配信】

〇 内容

・「なりすまし」

・「自画撮り被害」など

〇 配信(You Tube)

警視庁公式チャンネル



【児童に対するもの】

SNSの書き込みに対する注意喚起

【誘引者に対するもの】



オンラインを活用した

非行・被害防止教室等の推進

《非行・被害防止教室》
警察署 学校

《通信事業者との協働による情報モラル教室》
○ 協働事業者
・ 株式会社ＮＴＴドコモ
・ トレンドマイクロ株式会社
○ 警察と事業者が相互の専門性を
活かすことで、より効果的な教室
が可能となる。


